
第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

三
田

19
号

線
（

42
条

1項
1号

）

幅
員

6.
00

～
10

.2
0ｍ

三
田

23
号

線
（

42
条

1項
1号

）

道
路

境
界

線

長沢線 1号線（ 42条 1項 1号）

幅員 5.80～ 33.00ｍ

三
田

5 5
線

1号
線

（
42

条
1項

1号
）

幅
員

3 .
6 4

～
1 5

. 5
0ｍ

長沢線（Ⅰ）（42条
1項

1号
）

幅員11.
00ｍ

道路境界線

道
路

境
界

線

道路境界 線

幅
員

5.
75

～
9.

70
ｍ

道
路

境
界

線

北門（1）

物置③

⑫排水処理棟

西門

⑩車庫

⑭守衛室

正門

②浄水本館

東
門

⑦危険物貯蔵庫

⑥少量危険物庫

階段室

⑱管理棟

薬品棟

太陽光発電設備電気室
22

物置①

物置②

⑮脱水ストックヤード棟

東
京
都
水
道
局
長
沢
浄
水
場

第１沈でん池電気棟

管廊

+83.40

+8
2.
60

+81
.40

+77.50

+74
.00

+79
.30

+75.
20

電気設備棟
19

20

21

24
25

1

23

倉庫

駐輪場

26

27

5.063

25.65

9.275

9.275

敷地内の建築物一覧表

No

1

2

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

合計

構造 階数 建築面積 延べ面積

RC 1･B1 35.04 112.04

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

RC

S

RC/S

RC/S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

物置1

名称

階段室

浄水本館

危険物貯蔵庫

車庫

排水処理棟

守衛室

管理棟

電気設備棟

薬品棟

駐輪場

太陽光発電設備電気室

第１沈でん池電気棟

物置2

物置3

倉庫

加圧脱水土ストックヤード

4･B1

1

1

1

4･B1

1

1

4

3

1

1

1

2

B1

2･B1

1

1

1

1

1

1

1

17.01

23.76

69.12

68.33

133.85

198.75

742.30

398.49

983.95

1269.68

9.35

962.20

148.00

1496.689

438.457

519.40

381.91

456.69

136.66

4.77

275.127

24.174

3402.407

23.76

17.01

9.35

3224.48

148.00

69.12

1018.29

3183.37

18.92

5.063

275.127

25.65

9.275

9.275

4.77

68.33

198.75

6584.38

※欠番は撤去済みの建築物

計器室

14081.577

水管理センター

旧生田送水ポンプ室

水とかがやく未来館

障がい者用トイレ

⑪旧生田送水ポンプ室

グラウンド

⑨水管理センター

水とかがやく未来館

13

⑰障がい者用トイレ

⑧計器室 少量危険物庫

+8
2.
60

+81
.40

（実施方針）

別紙１　長沢浄水場全体平面図・敷地内建築物一覧



長沢浄水場全体平面図

正門

東門

MH

分
水

井

取
水

塔

排泥弁室

東
門

排泥弁室

S=1:1000

屋外排水
槽

集 合
井

新設排水処理棟

雨水調整池

排水処理棟

二次濃縮槽

一次濃縮槽

一次濃縮槽
排水池

排泥池
越流水槽

別紙２　事業対象範囲（主な整備内容）

（実施方針）

【凡例】

　　　　　：事業対象範囲

　　

・新排水処理棟建設用地 造成工事

・造成工事に伴う擁壁撤去工事
　
・新排水処理棟 建設工事

・新排水処理設備 更新工事

・既設排水処理棟 撤去工事

・既設排水処理設備 撤去工事

・撤去工事に伴う擁壁等復旧工事

・一次濃縮槽 耐震補強工事

・一次濃縮槽設備 撤去工事

・一次濃縮槽設備 更新工事

・脱水機設備切替に伴う埋設配管整備
・その他　場内埋設配管整備

色付き

　雨水調整池
（事業対象外）



長沢浄水場全体平面図

正門

東門

MH

分
水

井

取
水

塔

排泥弁室

東
門

排泥弁室

S=1:1000

屋外排水
槽

集 合
井

新設排水処理棟

雨水調整池

排水処理棟

二次濃縮槽

一次濃縮槽

一次濃縮槽
排水池

排泥池
越流水槽

　雨水調整池
（事業対象外）

【凡例】

　　　　　：事業対象範囲

　　

別紙３　事業対象範囲（運転維持管理）

　　　

（実施方針）



【北側】
第一種中高層
住居専用地域

【北側】
第二種中高層
住居専用地域

【南側】
第一種低層
住居専用地域

【西側】
第一種中高層
住居専用地域

長沢浄水場

50m

別紙４　長沢浄水場周辺用途地域

（実施方針）

東側



濃縮槽流入弁

備       考

機 器 名 称

機 器 番 号

数       量

10

11 12 13 14 15 16

備       考

仕       様

機 器 名 称

機 器 番 号

数       量

1 2 3 4 5 6 7 8

1.5kW

2

φ36m×7mH

周辺駆動式

汚泥掻寄機

22kW

2(1)

2.1m3/分×25mH

渦巻スラリーポンプ

二次濃縮汚泥移送ポンプ

0.4kW

2

150A

汚泥引抜弁

3.7kW

2(1)

無給油式パッケージ型

二次濃縮設備空気圧縮機

エアドライヤー内蔵

_

3

150A

汚泥引抜用ストレーナ

_

3

鋼板製円筒槽(圧力容器)

二次濃縮設備剥離用空気槽

11kW

2

2.1m3/分×12mH

ライナ型スラリーポンプ

汚泥引抜ポンプ

1

鋼板製円筒槽(圧力容器)

二次濃縮設備制御用空気槽

0.2kW

1

φ150

電動ボール弁

一次汚泥貯留槽給泥弁

11kW

2(1)

横軸多段渦巻ポンプ

ろ過濃縮洗浄水ポンプ

11kW

1

パドル式

一次汚泥攪拌機

(3.7×2)kW

1

給水ユニット(並列交互)

二次濃縮設備給水ユニット

18.5kW

3

3m3/分×15mH

渦巻スラリーポンプ

ろ過濃縮汚泥供給ポンプ

0.2kW

1

φ150

電動ボール弁

二次濃縮設備バイパス弁

総合5.2kW

3

サイフォン式

ろ過濃縮装置

洗浄装置・制御盤付属

0.2kW

1

φ200

電動ボール弁

二次濃縮汚泥移送弁

9

15kW

2

320m3

パドル式

二次濃縮汚泥撹拌機

17 18

0.75kW

2

50A

床排水ポンプ

19

1

1.0ton×5m

機器点検用チェーンブロック

仕       様
420L/分×0.83MPa 5.0m3 1.0m3 0.15m3/分×200mH 0.55m3/分×40mH

120m3

375m2

_
0.5ton×5m

仕切弁

凡   例

名    称

玉形弁

記   号

逆止弁

ボール弁

バタフライ弁

M
電動ボール弁

電磁流量計F

D

散水栓

汚泥濃度計

ストレーナS

M
電動仕切弁

M

8

4
0
A

1
5
A

5
0
A

5
0
A

15
0
A

150A

M

2
00
A

150A

80A

2
5A

M

P

1
5
A

1
50
A

M

P

M

P 7

200A

200A

200A

150A

200A

20
0
A

M M

25A

50A

50A

50A

80A SGP-VA

50A SGP-VA

150A

50A SUS

80A

6

200A

200A

M M

9

200A

1
50
A

1
5
A

M

P

M

P

2
0
0
A

10

25A

P 14P

32
A

50A

一次汚泥貯留槽 二次濃縮汚泥貯留槽給水槽

PP

40A

φ75φ
7
5

80A

50A

15

200A

80A

M

150A

150A

M

一次濃縮槽

80A

200A

S

S

S

M

P

M

P
150A

150A

150A

P P

18

4

2
3

1

場内給水管より
80A SGP-VA

M
3
2
A

8
0
A
 
SG
P
-
V
A

65
A

場内給水管より

19

M

M5

16

F
D

5
0
A

5
0
A

5
0
A

12

2
5
A

11

1
5
A

1
5
A

13

M17

D
F

2
0
0
A
 S
G
P

給泥槽へ

排水槽へ

排水槽へ

150A SGP

50A SGPW

200A

200A

2
00
A
 
S
G
P

25A

M

M

排泥池より

M

M

上澄水管φ1000
排水池へ

放流へ

汚泥引抜管 φ300

20

20

4台(池)×2

500W×5000L×500H

可動トラフ

フロート式

___

_

_

_ _

_

_ _

_

_

_

_

_

___

_____

更新対象範囲

50A VLP

1
5
0
A
 S
G
P

別紙５　機械フローシート 1/2（濃縮設備）

（実施方針）



備       考

仕       様

機 器 名 称

機 器 番 号

数       量

9 10 11 12 13 14 15

備       考

仕       様

機 器 名 称

機 器 番 号

数       量

1 2 3 4 5 6 7 8

55kW＋80W＋90W

2(1)

8.5m3/分×7kgf/cm2

空気圧縮機

3.7kW

2

羽根軸φ1750×軸長1800

立軸パドル羽根形

給泥撹拌機

主軸,羽根SUS304

_

3

18.5m3×7kgf/cm2

φ2400×4470L

ブロー用空気槽

第2種圧力容器

45kW

2(1)

150A×100A

横軸スラリ渦巻ポンプ

給泥ポンプ

本体羽根車,ﾗｲﾅｰ,高ｸﾛﾑ鋳鉄

0.31kW

1

0.72m3/分×7kgf/cm2

_

計装用除湿器

45kW

3(1)

100A×80A

横軸多段渦巻ポンプ

圧力水ポンプ

本体FC,羽根車BC

_

1

1m3/分×7kgf/cm2

φ900×2300H

計装用空気槽

第2種圧力容器

45kW

2(1)

150A

横軸多段渦巻ポンプ

ろ布洗浄ポンプ

本体FC,羽根車BC

3.7kW

3(1)

1.2m3/分×9mH

φ100

脱水機排水ポンプ

7.5kW×2

1

圧力ﾀﾝｸ式自動給水ﾕﾆｯﾄ

給水ユニット

タンクSS,ポンプFC

4.1kW＋1.5kW×2＋0.75kW×2

1

2.8ton×12mH

_

機器点検用クレーン

22kW＋0.4kW

4

4.5mW×16.6mL×5.0mH

単独ろ布走行横型加圧脱水機

脱水機

油圧ユニット含む

_

2

1.0ton×5mH

_

機器点検用チェーンブロック

7.5kW＋0.5kW

2

1200W×32000L

トラフ形ベルトコンベヤ

ケーキコンベヤ

本体SS,ベルト天然ゴム

2.0kW＋0.22kW

1

1.0ton×18mH

_

機器搬入用ホイスト

ｽｸﾘｭｰ式ｵｲﾙﾌﾘｰ形(ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾀｲﾌﾟ) 鋼板製横型円筒 冷凍式 鋼板製立型円筒 水中汚水ポンプ ホイストクレーン ギャードトロリ式 電動歩行ホイスト

回転数29rpm 1.5m3/分×60mH 0.82m3/分×160mH 1.7m3/分×80mH 1.6m3/分×2.4～3.5kgf/cm2 ろ過面積550m2 100ton/時

第2種圧力容器(ﾚｼｰﾊﾞﾀﾝｸ)

仕切弁

凡   例

名    称

玉形弁

記   号

逆止弁

ダイヤフラム弁

ボール弁

空気作動弁

R
減圧弁

散水栓

100A SGPW

65A SGPW

125A SGPW

200A SGPW

圧力水戻り管 200A SGPW

4
0
0A

8

7

200A SGPW

65A SGPW

125A SGPW

65A SGPW

125A SGPW

65A SGPW

200A SGPW

200A SGPW

給水管 40A SGP-VA

2
5A

5
0A

S

PP

1
00
A

1
50
A

スラッジ引抜管 200A SGP

3
100A20

0
A
 
S
G
P-
V
A

100A

PPP 4

8
0A

1
00
A

圧力水引抜管 150A SGP-VA

100A

ろ布洗浄水引抜管 200A SGP-VA

給
水

管
 
1
0
0A
 
S
G
P
-
VA

150A SGP-VA

P

8
0
A

P P

1
5
0
A

1
5
0
A

P

1
5
0
A

1
5
0
A

5

6

P PP

1
00
A

屋内排水槽

13

排水管 150A SGPW
洗
浄

排
水

管
 
4
0
0
A
 S
G
P
W

25A

MM

ヘッダーブロー管 200A SGPW

2

給
水

管
 1
0
0
A
 
S
G
P-
V
A

FD一次濃縮槽より

スラッジ管 150A SGP

場内給水管より

161415

ろ布洗浄水槽

圧力水槽

給泥槽

5
0
A

9

1
0
0
A

空
気

管
 
1
0
0
A
 
S
GP
W

10

11

25A SGPW
各空気作動弁へ

R

12

15

25A

ケーキヤード

計装空気管 25A SGPW

空気ヘッダー管

空気管 100A SGPW

ヘ
ッ

ダ
ー

ブ
ロ

ー
管

 
2
0
0A
 
S
G
P
W

ス
ラ

ッ
ジ

管
 
15
0
A
 
S
G
P

スラッジ管 150A SGP

150A SGP

150A SGP

150A SGP

150A SGP

ヘッダーブロー管 200A SGPW

100A SGPW

ヘ
ッ

ダ
ー
ブ

ロ
ー

管
 
2
0
0
A
 
SG
P
W

100A SGPW

100A SGPW

圧
力

水
管

 
8
0
A
 
ST
P
G
3
7
0
-V
A

圧力水管 80A STPG370-VA

65A STPG370-VA

圧力水戻り管 200A SGPW

125A SGPW

ろ
布

洗
浄
水

管
 
15
0
A
 
S
G
P
-V
A

ろ布洗浄水管 150A SGP-VA

ろ布洗浄水管 150A SGP-VA

ヘッダー洗浄水管 65A SGP-VA

ろ布洗浄水管 150A SGP-VA

ヘッダー洗浄水管 65A SGP-VA

ろ布洗浄水管 150A SGP-VA

ヘッダー洗浄水管 65A SGP-VA

給水管 100A SGP-VA

ろ布洗浄水管 150A SGP-VA

ヘッダー洗浄水管 65A SGP-VA

ブ
ロ
ー

空
気

管
 
1
2
5
A
 
SG
P
W

ブロー空気管 125A SGPW

圧力水管 80A STPG370-VA

圧
力

水
管
 
8
0
A
 
S
TP
G
3
7
0
-
VA

65A STPG370-VA

65A STPG370-VA

65A STPG370-VA

給水管 40A SGP-VA

給水管 40A SGP-VA

給水管 40A SGP-VA

給水管 50A SGP-VA

空気管 100A SGPW

2
5
A

洗浄排水管 400A SGPW

2
00
A
 
S
G
P
W

20
0
A
 
S
G
P
W

S

電磁弁

安全弁

150A

150A

80A

80A
100A SGP-VA

空気管 100A SGPW

150A×1800L 給
水

管
 
5
0
A
 
S
GP
-
V
A

S S

1
5
A

4
0A

S
1
5
A

25A

_

_

更新対象範囲

1

16

0.4kW

1

_
自動バースクリーン

自動スクリーン

260m3/H

PP17

雨水 1
5
0
A

1
5
0
A

300A SUS304

排水管

排水集合井へ

屋外排水槽

17

11kW

2(1)

2.9m3/分×15mH

φ150

排水ポンプ

水中汚水ポンプ

別紙５　機械フローシート 2/2（脱水設備）



別紙６　単線結線図（1/5）

（実施方針）



別紙６　単線結線図（2/5）



別紙６　単線結線図（3/5）



別紙６　単線結線図（4/5）



別紙６　単線結線図（5/5）



別紙７　システム構成図

（実施方針）



別紙８　計装フローシート 1/2（濃縮設備）

（実施方針）



別紙８　計装フローシート 2/2（脱水設備）



■リスク分担表（案） 【負担者】●：主負担、▲：従負担

本市 事業者
入札手続き 1 募集要項、要求水準書等の記載内容の変更、誤記及び提示漏れによるもの ●

2 本市の帰責事由による契約締結の遅延、中止 ●
3 事業者の帰責事由による契約締結の遅延、中止 ●

終了手続き 4 契約終了手続きに伴う、諸費用の発生及び共同企業体の清算手続きに関するもの ●
5 事業予算、債務負担行為、契約締結などの議決に関するもの ●
6 政策変更による事業の変更・中止に関するもの ●
7 本事業に直接の影響を及ぼす法制度・許認可の新設・変更によるもの ●
8 本事業に直接の影響を及ぼさない法制度・許認可の新設・変更によるもの ●
9 本市が手続きすべき許認可・届出の遅延によるもの ●

10
事業者が手続きするべき許認可・届出の審査等の遅延であって事業者の事由によら
ないもの

●

11 事業者が手続きするべき許認可・届出の遅延であって、事業者の事由によるもの ●
12 事業者の帰責事由による行政指導に伴う事業の変更・遅延に関するもの ●
13 本市が対応すべき行政指導に伴う事業の変更・遅延に関するもの ●
14 消費税などの本事業に直接の影響を及ぼす税制度の新設・変更によるもの ●

15
法人事業税、法人住民税などの事業者の利益に関する税制度の新設・変更によるも
の

●

16 事業者の帰責事由による第三者賠償等に関するもの ●
17 本市の帰責事由による第三者賠償等に関するもの ●
18 本事業の実施そのものに関する地元合意形成等に関するもの ●

19
事業者が行う業務（調査・設計・工事・運転維持管理）に関する地元合意形成等で
あって、事業者の帰責事由によらないもの（本市の指示により実施したもの等）

●

20
事業者が行う業務（調査・設計・工事・運転維持管理）に関する地元合意形成等で
あって、事業者の帰責事由によるもの

●

21 事業者の提案内容、業務に起因する環境問題に関するもの ●
22 本市が指示する環境問題に関するもの ●

事業者の発注する業務 23 事業者が発注する契約の管理・内容変更等に関するもの ●

想定外業務 24
第三者の加害行為（破壊、盗難、強盗、汚損、毒物混入、放火等）により、事業変
更・施設運転停止・事業継続が困難となる場合

● ▲※2

25 事業者の帰責事由による事故災害に関するもの ●
26 本市の帰責事由による事故災害に関するもの ●
27 事業者が行う業務（調査・設計・工事・運転維持管理）における安全性の確保 ●
28 本市が行う業務（本市が別途発注する業務を含む）による安全性の確保 ●

教育・研修 29 関連経費及び予備要員の配置又は応援要員の確保 ●
ハラスメント行為 30 事業者の対応不備による賠償請求、企業イメージの低下 ●
不正犯罪 31 事業者の従業員の不誠実行為等による業務停止、契約解除 ●

32 事業者の帰責事由による情報の漏洩 ●
33 本市の帰責事由による情報の漏洩 ●

物価変動 34 本事業に係るインフレ・デフレ（物価変動）に関する費用の増減 ● ▲※3

保険の付保 35
事業者が行う業務（調査・設計・工事・運転維持管理）の各段階のリスクをカバー
する保険に関するもの

●

計画変更 36 本市の帰責事由による事業内容・用途の変更に関するもの ●
37 事業者の帰責事由による事業の中断に関するもの ●
38 本市の帰責事由による事業の中断に関するもの ●
39 事業者の帰責事由による契約不履行に関するもの ●
40 本市の帰責事由による契約不履行に関するもの ●

技術進歩 41 事業期間中の技術進歩に伴い、事業の内容に変更が必要となる場合 ▲※4 ▲※4

不可抗力 42
本事業に係る戦争、暴動、天災（風水害、地震、噴火等）、パンデミック他、通常
の予見可能な範囲外のものであって、本市及び事業者の双方の責めに帰すことので
きない事由等

● ▲※5

※1 リスク分担にない事象については本市と事業者間で協議のうえ対応方法を決定する
    リスク分担が定められた事業についても、その発生事象や発生事由に応じてリスク分担について協議を行うものとする
※2 事業者の善管注意義務違反や業務不履行等によるもの
※3 一定の割合を超える費用負担は本市、それ以外は事業者が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書(案)
    及び運転維持管理業務委託契約書（案）において定める
※4 本市および事業者からの提案があり、新技術の内容や金額の増減（契約の変更）に両者が合意した場合
※5 本市のリスク負担を基本とするが、被害を最小限にとどめる経済的動機付けのため、生じた損害の一部を事業者に負わせるもの

資金

変更・中断

事業の中断

契約不履行

労務

情報漏洩

安全
事故災害

安全確保

業務

税制変更

社会

第三者賠償

住民対応

法制度

環境問題共通

入札・契約 契約手続き

制度関連

段階 リスクの種類 No. リスクの内容 リスク分担※1

許認可

行政指導

政治
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（実施方針）



本市 事業者
43 本市が実施した測量・地質調査に関するもの ●
44 環境汚染物質（アスベスト・PCB等）の対策に関するもの ●
45 埋蔵文化財の存在に関するもの ●
46 事業者が実施した測量・地質調査に関するもの ●
47 本市の帰責事由（提示条件の大幅な変更等）による設計の完了遅延・設計費の増大 ●

48
事業者の帰責事由（提案の不備、設計の不備、事業者の事由による履行遅れ等）に
よる設計の完了遅延・設計費の増大

●

49 事業用地の確保に関するもの ●
50 事業用地以外の建設に要する用地の追加的確保 ●

51
土壌汚染、地中障害物（残置廃棄物、不発弾等）、既存資料（地下埋設物、撤去対
象施設等）及び現地で把握あるいは予見が不可能な地下埋設物に関するもの

●

52
既存資料及び現地で把握あるいは予見が可能な地下埋設物及び撤去対象施設に関す
るもの

●

53 事業者の帰責事由による工事の遅延 ●
54 本市の帰責事由による工事の遅延 ●
55 事業者の帰責事由による工事費の増大 ●
56 本市の帰責事由による工事費の増大 ●※2
57 本市が実施する工事監督に関するもの ●※3
58 事業者が実施する工事監理に関するもの ●
59 工事の現場管理に関するもの ●
60 施設の要求性能不適合、施工不良に関するもの ●

61
施設、工事材料又は建設機械器具等について生じた不可抗力による施設の引渡前損
害

● ▲※4

62 本市の帰責事由による引渡前損害 ●
63 施設の契約不適合が発見された場合（契約不適合責任期間中） ●※5
64 施設の契約不適合が発見された場合（契約不適合責任期間後） ●※5

※1 リスク分担にない事象については本市と事業者間で協議のうえ対応方法を決定する
    リスク分担が定められた事業についても、その発生事象や発生事由に応じてリスク分担について協議を行うものとする
※2 局の提示条件及び指示の不備•変更による設計変更、計画の変更など
※3 川崎市上下水道局請負工事監督員規程に定める監督員の業務に関するもの
※4 一定の割合を超える費用負担は本市、それ以外は事業者が負担とし、その割合は設計建設工事請負契約書(案)において定める
※5 契約不適合責任期間は設計建設工事請負契約書（案）において定める

本市 事業者
65 事業者（事業者が発注する契約を含む）の帰責事由による処分（有効利用）の不備 ●
66 本市の帰責事由による処分（有効利用）の不備 ●
67 施設の契約不適合によるもの（契約不適合責任期間中） ●※2
68 施設の契約不適合によるもの（契約不適合責任期間後） ●※2

69
事業者が実施する機器等更新について、事業者の帰責事由により不具合が発生した
場合

●

70 既存施設の不具合、劣化、経年化等による性能不足に関するもの ●※3

71
事業者の帰責事由による性能不足に関するもの（事業者提案による改良、運転維持
管理の人為的なミス等に起因するもの）

●※3

72 事業者の帰責事由による施設の損傷に関するもの ●
73 本市の帰責事由による施設の損傷に関するもの ●
74 電気、ガス、水道等の供給停止によるもの ●
75 事業者が調達する消耗品等の不備に関するもの ●
76 事業者が使用するＯＡ機器等、事業者の帰責事由によるもの ●
77 本市の帰責事由によるもの ●
78 事業者の帰責事由による運転維持管理費の増大 ●
79 本市の帰責事由による運転維持管理費の増大 ●※4
80 事業終了時の業務引継ぎの不備 ●
81 事業終了時の施設状況の要求水準の未達成 ●

※1 リスク分担にない事象については本市と事業者間で協議のうえ対応方法を決定する
    リスク分担が定められた事業についても、その発生事象や発生事由に応じてリスク分担について協議を行うものとする
※2 契約不適合責任期間は設計建設工事請負契約書（案）において定める
※3 一次濃縮槽（本事業の整備対象）、分排井、越流水槽、排水池、排泥池、二次濃縮槽（本事業の整備対象ではないが運転維持管理業務の
    対象に含まれるもの）を対象とする
※4 局の提示条件及び指示の不備•変更による設計変更、計画の変更など

運転維持管理費の増大

業務引継ぎ
事業終了時の施設の状況

ライフライン・消耗品

通信システムの障害復
旧、安全対策

運転
維持
管理

発生土 処分（有効活用）

施設

施設性能
（新設対象施設）

段階 リスクの種類 No. リスクの内容 負担者※1

施設性能
（継続利用施設）

施設の損傷

工事

用地

工事遅延

施設性能

引渡前損害

施設の契約不適合責任

工事費増大

工事監督・工事監理・工事管理

段階 リスクの種類 No. リスクの内容 負担者※1

調査
・

設計

調査

設計
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